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１．せっつ高齢者かがやきプランについて

• 老人福祉法第20条の８の規定による「老人福祉計画」。

• 高齢者の保健福祉に関する施策全般にわたる計画であり、高齢者に対する
保健福祉事業における総合的な計画。

高齢者保健福祉計画

• 介護保険法第117条の規定による。

• 高齢者保健福祉計画のうち、介護・支援を必要とする高齢者及び要支援・要
介護状態になるおそれのある高齢者に対する部分など、介護保険事業にお
いて実施する施策を担う計画。

介護保険事業計画

せっつ高齢者かがやきプランとは
高齢者保健福祉計画と介護保険事業計画を一体的に作成する計画



保健福祉事業

市の費用（市民等から市
税としていただいた税金）
をもとに実施する事業

・ライフサポーターによる見守り訪問

・緊急通報装置の設置

・いきいきカレッジ（老人大学）の実施 等

介護保険事業

市の費用のほかに、国、
府の費用、介護保険料を
もとに実施する事業

・介護保険サービス

・介護予防のつどい場

・配食サービス 等
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留意点

 国の制度改正や市の制度の見直しにより、高齢者の保健福祉事業や介

護保険事業の区分が変わることもある。

 類似した取組でも、一方は高齢者の保健福祉事業、もう一方は介護保険

事業で実施している場合がある。

 介護保険サービス以外にも、介護保険料が使われている取組がある。

 介護保険事業については国の制度に基づくものであり、市の裁量で取り

扱いを変更することが難しい場合がある。
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審議会において議論いただきたいこと

高齢者の
保健福祉事業
に関する内容

介護保険事業
に関する内容

その他の分野については、ご意見として承り、担当課へ共有させていただきます。

についての議論を
お願いいたします。
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１．せっつ高齢者かがやきプランについて

H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 … R22

第７期計画 第８期計画 第９期計画 第10期計画

2040団塊ジュニア世代が65歳以上に2025団塊の世代が75歳に

2025年までの見通し

2040年までの見通し

令和５年度における審議会の役割
本計画の計画期間は３年。今年度は現行の第８期計画の取組を評価し、
令和６年度から令和８年度までの第９期計画の策定を行う



２．今後の介護保険をとりまく状況について

総人口が減少していくなか、高齢者の占める割合は増加していく

2025年以降、「高齢者の急増」から「現役世代の急減」に局面が変化
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 65歳以上人口は2042年にピークを迎える予測

 総人口に占める75歳以上の割合は2055年に25％を超える見込み

 75歳以上人口は2025年までの10年間急速に増加

 85歳以上の人口は2025年までの10年間75歳以上人口を上回る勢いで増加し

2035年頃まで一貫して増加

 65歳以上高齢者のうち、認知症高齢者が増加していく

 世帯主が65歳以上の単独世帯や夫婦のみの世帯が増加していく

 要介護認定率は、年齢が上がるにつれ上昇。特に、85歳以上で上昇

 一人当たり介護給付費は85歳以上の年齢階級で急増

２．今後の介護保険をとりまく状況について
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３．第９期計画の方向性について

国における指針の基本的な考え方
 次期計画期間中には、団塊の世代が全員75歳以上となる2025年を迎える

 高齢者人口がピークを迎える2040年を見通すと、85歳以上人口が急増し、医療・

介護双方のニーズを有する高齢者など様々なニーズのある要介護高齢者が増

加する一方、生産年齢人口が急減することが見込まれている

 都市部と地方で高齢化の進みが大きく異なるなど、これまで以上に中長期的な

地域の人口動態や介護ニーズの見込み等を踏まえて介護サービス基盤を整備

するとともに、地域の実情に応じて地域包括ケアシステムの深化・推進や介護人

材の確保、介護現場の生産性の向上を図るための具体的な施策や目標を優先

順位を検討した上で、介護保険事業（支援）計画に定めることが重要
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３．第９期計画の方向性について
国における基本指針（案）の見直しのポイント

• 地域の実情に応じたサービ
ス基盤の整備

• 在宅サービスの充実

• 地域共生社会の実現
• 医療・介護情報基盤の整備
• 保険者機能の強化

介護サービス基盤の
計画的な整備

地域包括ケアシステム
の深化・推進
に向けた取組

地域包括ケアシステム
を支える介護人材

確保及び
介護現場の生産性

向上

１ ２ ３
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３．第９期計画の方向性について
国における基本指針（案）の見直しのポイント

地域の実情に応じたサービス基盤の整備

介護サービス基盤の
計画的な整備

１

在宅サービスの充実

 中長期的な人口動態等を踏まえたサービス需要の見込み等の適切の把
握による介護サービス基盤の計画的な確保

 医療・介護の連携強化と効率的かつ効果的な提供
 周辺保険者における需要や都道府県等との連携による介護サービス基盤

の確保

 一人ひとりの状態の変化に柔軟に対応しうる地域密着型サービスのさらな
る普及の検討

 複数の在宅サービス（訪問や通所系サービスなど）を組み合わせて提供す
る複合的なサービスの整備を推進することの重要性
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３．第９期計画の方向性について
国における基本指針（案）の見直しのポイント

地域共生社会の実現

地域包括ケアシステム
の深化・推進
に向けた取組

２

医療・介護情報基盤の整備

 地域共生社会の実現という観点からの地域包括ケアシステム深化・推進
 地域包括支援センターの体制整備、包括的な相談支援
 認知症への社会の理解を深める
 介護予防・日常生活支援総合事業の充実化、地域リハビリテーション支援

体制の構築

 医療・介護関係者間でのデジタル基盤での情報共有・活用

保険者機能の強化

 保険者機能強化推進交付金等の評価指標の見直しを踏まえた取組の充実
 給付適正化事業の重点化・内容の充実・見える化
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３．第９期計画の方向性について
国における基本指針（案）の見直しのポイント

地域包括ケアシステム
を支える介護人材

確保及び
介護現場の生産性

向上

３

 都道府県主導の下で生産性向上に資する様々な支援・施策を総合的に推進
 介護の経営の協働化・大規模化により、人材や資源を有効に活用
 介護サービス事業者の財務状況等の見える化を推進
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４．今後のスケジュールについて
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４．今後のスケジュールについて

日程 主な内容

第２回 10月6日
・第９期計画骨子案について
・日常生活圏域について

第３回 11月頃
・第９期計画案について
・日常生活圏域について

第４回 １月頃
・第９期せっつ高齢者かがやきプラン（案）について
・パブリックコメントのお知らせ
・審議会答申（案）

２月頃 ・パブリックコメントの実施

第５回 ３月頃

・令和５年度の主な取組についての報告
・パブリックコメントの結果
・第９期せっつ高齢者かがやきプラン
・審議会答申（確定）

今後の審議会スケジュール



参考資料



参考 社会保障審議会介護保険部会（第92回）資料１



参考 社会保障審議会介護保険部会（第92回）資料１



参考 社会保障審議会介護保険部会（第92回）資料１



参考 社会保障審議会介護保険部会（第92回）資料１



参考 社会保障審議会介護保険部会（第92回）資料１


